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１．商標権の設定の登録 

２．商標登録証 

３．国際登録に基づく商標権の消滅 

４．国際登録に基づく商標権の存続期間 

５．商標原簿への登録の特例 

 

第８節 登録異議の申立て 

 

第９節 審 判 

 

第１０節 商標登録出願等の特例 

１．国際登録の取消し後の商標登録出願の特例 

２．議定書廃棄後の商標登録出願の特例 

 

第１１節 商標登録出願と国際商標登録出願 

（指定国官庁）との相違点 

 

 

【国内手続書面】 
 

＜本国官庁 手続書面＞ 

方式不備通知 

差替書面提出書 

意見書 

分類・表示欠陥通報に対する意見書記載

例（英語版） 

 

＜指定国官庁 手続書面＞ 

代理人受任届 

代表権を証明する書面 

代理人住所（居所）変更届 

意見書 

手続補正書 

期間延長請求書（期間満了前） 

期間延長請求書（期間徒過後） 

手続補正書（方式） 

審判請求書 

国際登録の取消し後の商標登録出願を 

する場合の商標登録願 
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様式集（MM様式） 

 

＜本国官庁へ提出する手続の様式（記載見本／参考訳）＞ 

１．国際登録出願願書【ＭＭ２】 

２．事後指定書【ＭＭ４】 

３．国際登録の存続期間の更新の申請書【ＭＭ１１】 

４．国際登録の名義人の変更の記録の請求書【ＭＭ５】 

５．優先順位の主張【ＭＭ１７】 

６．標章を使用する意思の宣言書【ＭＭ１８】 

 

 

 

参 考 資 料 

 

１．マドリッド協定議定書締約国一覧 

２．個別手数料一覧表 

３．「外国送金依頼書 兼 告知書」 記載見本 

４．「指定通報」見本 

５．「国際登録証明書」見本 

６．「個別手数料（登録料）支払通知」見本 

７．書類の提出先一覧 

８．ＷＩＰＯ問い合わせ先 

９．マドリッド制度 用語集 
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【用語等の説明】 

 

このテキストにおいて用いる主な用語については次のとおりです。 

 

議・・・・・・・・・・・・・ 

 

規則・・・・・・・・・・・ 

法・・・・・・・・・・・・・ 

令・・・・・・・・・・・・・ 

手数料令・・・・・・・ 

法施規・・・・・・・・・ 

ガイド・・・・・・・・・ 

マドリッド協定議定書（標章の国際登録に関するマドリッド協定

の１９８９年６月２７日にマドリッドで採択された議定書） 

議定書に基づく規則 

商標法 

商標法施行令 

特許法等関係手数料令 

商標法施行規則 

マドリッド制度に関するガイド（Guide to the Madrid System 

International Registration of Marks under the Madrid Protocol） 

 
  2024 年 1 月 1 日より、それまで電子申請ができなかった書類について、出願ソフトを

利用し PDF 形式で提出することができるようになりました。この新たな申請の仕方を「「電電

子子特特殊殊申申請請」」と呼びます。 

 本書でも電子特殊申請による手続についての注意は記載していますが、詳細につい

ては、以下のウェブサイトもご参照ください。 

申請手続のデジタル化について 

（https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/shinsei_digitalize.html） 

商標の国際出願（マドプロ）における電子特殊申請について 

（https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/madpro_digitalize.html） 

 

対象手続の例： 

本国官庁への手続 ・国際登録出願願書（MM2） 

・標章を使用する意思の宣言書（MM18） 

・意見書（WIPO 国際事務局からの欠陥通報に対

する応答手続書面）    など 

指定国官庁への手続 ・手続補正書 

・代理人受任届 

・期間延長請求書 

・意見書           など 
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＜本テキストの内容に関するお問い合わせ先＞ 

特許庁国際意匠・商標出願室 

電話：０３－３５８１－１１０１ 

本国官庁担当  内線２６７１ 

指定国官庁担当 内線２６７２ 
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